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資料１１ 火災保険における消火設備割引 
 

１ 火災保険における消火設備割引 

 火災保険においては各種の消火設備に対する規則を設け、設備が規則に合致する場合

はそれぞれ所定の割合だけ保険料の割引を行っている。 

 消防法令による消火設備のメリットは火災保険の基本料率に盛り込まれている。した

がって、消防法令のメリットが反映された火災保険料率をさらに割引くためには、消防

法令よりも高い水準の消火設備、保守・管理、消火体制の存在が条件となる。たとえば、

火災の際には公設消防隊に頼らずとも、ビル・工場内消火設備を使用して昼夜を通じ十

分な消火活動ができる体制がある場合には、消火設備割引が行われることになる。1) 

 次ページ以降に示すのは、保険会社の消火設備割引社内基準の例である。消防法令の

設置基準よりも厳しくなっている主な基準は次のとおりである。 

 

(1) 屋内消火栓設備 

ア 水源の容量が多く要求されている。 

イ 消火従事者として、原則として各筒先２名、消火栓弁操作１名が要求されている。

なお、消防法令の基準では要求されていない。 

(2) スプリンクラー設備 

ア 建物の用途、業種等により軽級、中級、特級に区分し、水源の容量を増加、ポン

プの吐出量を多くしている。 

イ 維持管理について、点検の回数が多く要求されている。 

ウ 非常の場合、適切な措置をとるために操作担当者が常時必要とされている。なお、

消防法令の基準では要求されていない。 

(3) 自動火災報知設備 

ア 受信機の種類としては、用途、規模にかかわらず、Ｐ型１級、Ｒ型が要求されて

いる。 

イ 維持管理について、点検の回数が多く要求されている。 

ウ 感知器作動時の現場確認、初期消火活動に対応するために、常駐者２名必要とさ

れている。なお、消防法令の基準では要求されていない。 

 

 1)損害保険実務講座⑤火災保険 東京海上火災保険株式会社編、平成４年３月 
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２ 消火設備の種類と割引率（保険会社社内基準の例） 

一般物件 倉庫物件 工場物件 

割引率(%） 

グ
ル
ー
プ 

消火設備の種類 割引率

(%) 

割引率

(%) （ａ） （ｂ）

備   考 

Ⅰ  Ａ ３０ ３０ ５０ ４０

Ⅰ Ｂ－１ 

Ⅰ Ｂ－２ 

Ⅰ Ｂ－３ 

Ⅰ Ｂ－４ 

Ⅰ Ｂ－５ 

Ⅰ Ｂ－６ 

２５

２５

２０

２０

１５

１５

２５

２５

２０

２０

１５

１５

4 ０

３５

３０

２５

２０

１５

３５

３０

２５

２０

１５

１５

(a)紡績、化学繊維・合成繊維製造、

パルプ・製紙工場適用 

(b)上記(a)以外の工場に適用 

注：ⅠB はⅠA に比べ、一次給水源の水源の水量、

ﾎﾟﾝﾌﾟの吐出量、ﾍｯﾄﾞ配置等が緩和されたも

の。（その中で該当する項目数の多少により

割引率が異なる。） 

Ａ.スプリンクラー 

   設備 

Ⅱ 1 ０ 設置基準は、消防法令とほぼ同一 

甲 １０ 
乙基準より消火栓配置が密、放水量

等多い Ｂ.屋外消火栓 

   設備 
乙 ５ 

水源水量以外は､消防法令とほぼ同

一 

Ⅰ 

（ 1 号消火栓）
５ 

建物の用途制限なし 

消
火
栓 

Ｃ.屋内消火栓 

   設備 Ⅱ 

（ 2 号消火栓）
５ 

可燃物量が少ない場所；ﾎﾃﾙ、病院

等 

Ⅰ 

Ｄ.消防ポンプ自動車設備 ５  

Ⅰ型,Ⅱ型 １８ ﾀﾝｸが対象（注） 
固定泡放出口設備

特 型 １４ 特型は、浮屋根ﾀﾝｸが対象（注） 

自 動 ２０ 
Ⅰ 

手 動 １０ 

危険物倉庫、ﾌﾟﾗﾝﾄ、駐車場等全て

が対象（注） 
泡ﾍｯﾄﾞ設備 

Ⅱ 自 動 １０
 

１０ 
駐車場、自動車修理工場のみが対象

（注） 

屋内泡ノズル設備 ５ （注） 

屋 外 泡 消 火 栓 ６ 

Ｅ 

泡
消
火
設
備 

屋外泡ノズル設備
化学消防自動車 ５ 

屋外消火栓と化学消防自動車を併

設した場合、割引率 8% 

消 火 ２０ 
自動 

火勢制圧 １０ 

消 火 １０ 
Ｆ.水噴霧消火設備 

手動 
火勢制圧 ５ 

固定消火設備のみが対象 

自 動 １０ Ｇ.不活性ガス消火設備 

Ｈ.ハロゲン化物消火設備 手 動 ５ 

固定消火設備の全域放出装置のみ

が対象 

自 動 １０ 

Ⅱ 

Ｉ.粉末消火設備 
手 動 ５ 

固定消火設備のみが対象 

（第三種粉末のみが対象） 

Ⅲ Ｊ.自動火災報知設備 ５  

 
〔注〕 固定泡放出口設備、泡ヘッド設備、屋内泡ノズル設備に屋外泡ノズル設備（固定泡放出口設備にあっては補助用）を併

設した場合の割引率は次による。  
 屋外泡ﾉｽﾞﾙ（屋外泡消火栓）を併設した場合、4%を加算する。また、屋外泡ﾉｽﾞﾙ（化学自動車）を併設した場合、3%
を加算する。ただし、屋外泡消火栓と化学消防自動車が併設されている場合であっても、割引率の加算は 4%を限度とす
る。  
 なお、屋外泡ﾉｽﾞﾙ設備（補助用）は単独では割引できない。  

［適用上の注意］  
① 2 種以上の設備が併設された場合の割引率の限度は、一般物件 30%、倉庫物件 40%、工場物件 50%である。  
② Ａ～Ｄの設備が併設された場合、それぞれの割引率を加算する。  
③ Ｅ～Ｉの設備が併設された場合、割引率は加算しない。（泡消火設備どうしの併設は例外あり、上記（注）参照）  
④ ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠの設備がｸﾞﾙｰﾌﾟⅡの設備と併設された場合、割引率は加算しない。  
⑤ ｸﾞﾙｰﾌﾟⅢの設備がｸﾞﾙｰﾌﾟⅠのＢ～Ｄの設備又はｸﾞﾙｰﾌﾟⅡの設備（手動に限る）と併設された場合、それぞれの割引率

を加算する。  
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(1) 屋内消火栓設備Ⅰ 

項  目 
消火栓設備標準基準 

（屋内消火栓設備Ⅰ） 

消防法令 

（１号消火栓） 

対象物 

建物の用途、業種の制限なし。 

但し、水による消火が不適切なものを除く。 

(1) 工場又は作業場 

(2) 倉庫 

(3) 指定可燃物を指定数量の 750

倍以上貯蔵し、又は取扱うもの

(4) (1)～(3)以外の対象物 

消火栓の 

配  置 

(1) 消火栓を中心として、半径30ｍの円で、建築物の

各部分を包含できるように配置する。 

(2) 各階に２個以上設置する。 

各階ごとに、その階の各部分から水平距

離25ｍ以内に配置する。 

放水量 

（筒先圧力） 

(1) 建築物の各部分に対し、筒先２個で放水量

300ℓ/min 以上 

(2) 同一階の消火栓２個を同時に放水し、各筒

先圧力 0.2Mpa(2.0kgf/ｃ㎡)以上、各筒先放水

量 150ℓ/min 以上 

各階の消火栓が２個以上の場合は、

２個同時放水（消火栓が１個の場合は、

１個放水）で、各筒先圧力

0.17Mpa(1.7kgf/ｃ㎡)以上、

0.7Mpa(7.0kgf/ｃ㎡)以下、各筒先放

水量 130ℓ/min 以上 

消火ポンプ 

の吐出量 

300ℓ/min 以上 150ℓ/min×２＝300ℓ/min 

（各階の消火栓が１個の場合は、150ℓ/min）

水 源 
水源の有効貯水量は、12 ㎥以上であること。 2.6 ㎥×２＝5.2 ㎥ 

（各階の消火栓が 1 個の場合は、2.6 ㎥）

 

 

消火ポンプ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ室,電気

室,電線路 

(1) 消火ポンプは、１台で消火専用であること｡ 

(2) ポンプ室､ 電気室は不燃材料の隔壁で区画す

るか、または独立建物とする。 

(3) 電線路は電気室より専用とし、コンクリート等

のシャフト内を通すか、または耐火電線を使用す

る。 

(4) 消火ポンプは、各消火栓の位置で遠隔運転でき

ること。 

(1) 消火ポンプは専用。 

(2) 点検に便利で、火災等により被

害を受けるおそれが少ない場所。

(3) 電線路は、耐火構造部に埋設す

るか、または耐火電線等を使用す

る。 

(4) 同 左  

維持管理 

消火ポンプの運転試験、放水試験、外観点検等

を６ケ月に１回以上 

機器点検を６ケ月に１回以上、総合

点検を１年に１回以上（放水試験

は、総合点検の時に実施される。）

消防要員 

各筒先に 1 名ずつの計 2 名､消火栓弁操作に１名

の合計３名必要。 

但し､状況に応じて２名とすることができる。 

規定なし。 

 



 １７０

(2) 屋内消火栓設備Ⅱ 

項  目 
消火栓設備標準基準 

（屋内消火栓設備Ⅱ） 

消防法令 

（２号消火栓） 

対象物 

可燃物が比較的少ない病院、診療所、社会福祉

施設、ホテル、旅館、宿泊所、学校、体育館、

博物館、美術館、事務所等。 

１号消火栓の対象物の(1)～(3)以

外の対象物のうち事務所、劇場、神

社等。 

消火栓の 

配  置 

(1) 消火栓を中心として半径 15ｍの円で、建物

内の各部分を包含できるように配置する。 

(2) 各階に 2 個以上設置する。 

各階ごとに、その階の各部分から水

平距離 15ｍ以内に配置する。 

放水量 

（筒先圧力） 

(1) 建物内の各部分に対し､筒先２個で放水量

120ℓ/min 以上 

(2) 消火栓２個を同時に放水し、各筒先圧力

0.25Pa(2.5kgf/ｃ㎡)以上、各筒先放水量 60ℓ

/min 以上 

各階の消火栓が 2 個以上の場合は、

２個同時放水(消火栓が 1 個の場合は、

１個放水)で、各筒先圧力

0.25MPa(2.5kgf/ｃ㎡)以上､

0.7MPa(7.0kgf/ｃ㎡)以下、各筒先放

水量 60ℓ/min 以上 

消消火ポンプ 

の吐出量 

140ℓ/min 以上 70ℓ/min ×２＝140ℓ/min  

（各階の消火栓が 1 個の場合は、1.2 ㎥）

水 源 
水源の有効貯水量は、４㎥以上であること。 1.2 ㎥×２＝2.4 ㎥ 

（各階の消火栓が 1 個の場合は、1.2 ㎥）

 

 

 

消火ポンプ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 ,電気

室,電線路 

(1) 消火ポンプは、１台で消火専用であるこ

と。 

(2) ポンプ室､電気室は不燃材料の隔壁で区画

するか、または独立建物とする。 

(3) 電線路は電気室より専用とし、コンクリー

ト等のシャフト内を通すか、または耐火電線

を使用する。 

(4) 消火ポンプは、各消火栓の開閉弁の開放、

ホース延長操作等と連動して運転できるこ

と。 

(1) 消火ポンプは専用。 

(2) 点検に便利で、火災等により

被害を受けるおそれが少ない場

所。 

(3) 電線路は､耐火構造部に埋設

するか、または耐火電線等を使

用する。 

(4) 同 左  

操作性 

(1) ホース､筒先を連結し、ホース収納装置に

巻き取って収納しておくこと。 

(2) 消火栓の開放弁の開放、ホースの延長操

作、放水等の一連の操作が一人で迅速、円滑

に行えること。 

ホースの延長および格納の操作が

容易にできること。  

維持管理 

消火ポンプの運転試験、放水試験、外観点検等

を６ケ月に１回以上 

機器点検を６ケ月に１回以上､総合

点検を１年に１回以上(放水試験は、

総合点検の時に実施される。) 

消防要員 各筒先に１名ずつの計２名必要. 規定なし。 

（注）消防法令の補助散水栓は、スプリンクラー設備の給水管より分岐して設けられる設備で、性能的には屋内消火栓設

備Ⅱ（２号消火栓）と同等である。 



 １７１

(3) スプリンクラー設備ＩＡおよびＩＢ 

スプリンクラー設備標準基準 
項  目 

ＩＡ ＩＢ 
消 防 法 令 

危 険 級 別 

建物の用途、業種等により軽級、中級、特級

に区分。 

建物の用途等によりヘッ

ドの最大同時開放数を定

めている。 

隔 壁 
参考純率規定で定め

る危険区画の構造。 

同左 規定なし。 
延焼防止 

建物の一部にヘッ

ドを設けていない

部分がある場合 
開口部 

甲種防火戸とヘッド

を併用。 

甲種防火戸(ヘッドの

併用を要しない。)。 

 

1ｍ 

未満 

一 つ の 建 物 と 見 な

し、上記の延焼防止

措 置 が な さ れ て い

る。 

隣接建物との水平距

離が 5ｍの範囲の壁

を防火壁とし開口部

に防火戸または相対

面する壁を不燃材料

(ｱﾙ ﾐ ﾆ ｳ ﾑ ､ ｶ ﾞ ﾗ ｽを除

く)とし､開口部に防

火戸。 

 

 

 

類焼防止 

スプリンクラ

ーのない建物

が隣接してい

る場合 

隣
接
建
物
と
の
距
離 

1ｍ以上5ｍ又

は10ｍ未満 

50 ㎡以上の 3 級、4

級建物が隣接する場

合、スプリンクラー

建物の構造に応じた

類焼防止がなされて

いる。 

類焼防止措置を要し

ない。 

規定なし。 

(建築基準法の空地距離による)

階段室 

周壁がコンクリート

造等で可燃物がなく

開口部に防火戸を設

置。 

同左 百貨店、キャバレー等が

混在する建物および地下

街の階段は除く。 

その他

限られ

た場所 

周壁が不燃材料等の

電気室、水槽室等で

合計床面積が建物の

延床面積の 10％以

下。 

同左 構造、面積の制限なし。

空調機械室、ボイラー室、手術

室もヘッドを省略してもよい。ヘッドの設置を

省略できる部分 

天井裏 

天井裏の高さが 50cm

以下、または天井構

成材が不燃材料で、

内 部 に 可 燃 物 が な

い。 

同左 地下街以外の天井裏およ

び地下街で、天井の室内

に面する部分が不燃材料

の部分または天井裏の高

さが 50cm 未満の部分。 

給水源の数  
一次、二次の 2 つの

給水源。 

一次給水源のみ。 一次給水源のみ。 
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スプリンクラー設備標準基準 

項  目 
ＩＡ ＩＢ 

消 防 法 令 

ラック式倉庫以外 ラ ッ ク 式 倉 庫
軽 級 30 ㎥以上 18 ㎥以上 

中 級 

( Ⅰ ) 
110 ㎥以上 66 ㎥以上 

中 級 

( Ⅱ ) 
180 ㎥以上 108 ㎥以上 

水源の有効

貯水量 

特 級 310～750 ㎥ 186～450 ㎥ 

・高感度型 

12.8､19.2 ㎥ 

・小区画型 

8.0､12.0 ㎥ 

・その他(除く放水型) 

16.0～32.0 ㎥ 

ラック式倉庫の等

級とヘッドの感度

種別、水平遮へい板

の有無等により 

36.48～102.6 ㎥ 

ラック式倉庫以外 ラ ッ ク 式 倉 庫
軽 級 900ℓ/min 以上 900ℓ/min 以上 

中 級 

( Ⅰ ) 
1,800ℓ/min 以上 1,080ℓ/min 以上 

中 級 

( Ⅱ ) 
3,000ℓ/min 以上 1,800ℓ/min 以上 

一
次
給
水
源
の
容
量 

※ 

 

消火ポンプ 

の吐出量 

吐出圧力は規

定値を満足す

ること 

特 級 
3,500～ 

8,500ℓ/min 以上

2,100～ 

5,100ℓ/min 以上

・高感度型 

720､1,080ℓ/min 

・小区画型 

480､720ℓ/min 

・その他(除く放水型) 

900～1,080ℓ/min 

ラック式倉庫の等

級とヘッドの感度

種別、水平遮へい板

の有無等により 

2,080～3,900ℓ/min

消火ポンプ室・電気室 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の隔壁で

区画、開口部に甲種

防火戸を設置。また

は独立建物とし、他

の建物から 2ｍ以上

隔離。 

不燃材料(ｽﾚｰﾄ､ｱﾙﾐﾆ

ｳﾑ、ｶﾞﾗｽを除く｡)の

隔壁の区画､開口部

に防火戸を設置｡ま

たは不燃構造の独立

建物。 

点検に便利で、火災等に

より被害を受ける恐れが

少ない場所。 

電線路 

一次電気室より専用

回路とし､地中電線

路、ｺﾝｸﾘｰﾄ造等のｼｬﾌ

ﾄ･ﾋﾟｯﾄ内に施設か、

または耐火電線を使

用。 

二次電気室より専用

回路とし､火災によ

り損傷を受けない場

所に施設か､または

耐火電線を使用｡引

込線に不具合がある

が有効な自家発があ

る。 

・電線路は、耐火構造部

に埋設するか、または

耐火電線等をしようす

る。 

・非常電源を設ける｡但

し､1,000 ㎡以上の特

定防火対象物は自家発

電設備または蓄電池と

すること｡ 

消
火
ポ
ン
プ 

呼水装置 

・吸水管の管径に応

じ た 水 量 (100 ～

400ℓ)。 

・消火ポンプとの連

結送水管径は、40

㎜以上 

・減水した場合は、

減 水 警 報 を 発 す

る。 

・吸水管径の大きさ

に関係なく ､水量

100ℓ以上 

・消火ポンプとの連

結管径は、40 ㎜以

上 

・減水した場合は、

減 水 警 報 を 発 す

る。 

・呼水装置の水量は 100ℓ

以上。 

但し､吸水管径(ﾌｰﾄ弁

の呼び径)が 150 ㎜以

下の場合は 50ℓ以上 

・消火ポンプとの連結管

径は 40 ㎜以上 

・減水した場合は、減水

警報を発する。 

消火ポンプの起動方式 
給水管内の水圧低下

による 

同左 給水本管内の水圧低下、

または警報装置の作動に

よる。 

※ 特級危険の詳細、および二次給水源については記載省略。 
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スプリンクラー設備標準基準 
項  目 

ＩＡ ＩＢ 
消 防 法 令 

消火ポンプの 

起動圧力 

最高位ﾍｯ

ﾄﾞと消火

ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟと

の落差に

よる圧力 

+0.2MPa 

以上 

同左 最高位ﾍｯﾄﾞ

と消火ﾎﾟﾝ

ﾌﾟとの落差

による圧力 

+0.1MPa 

以上 

警報装置 

逆止弁型で試験弁お

よび排水弁を設置。

試験弁の代わりに容

易に試験が行える時

は試験弁省略可。 

逆止弁型で排水弁の

みで、末端試験弁を

設置。 

流水検知または圧力検知

により作動。 

各警報装置の末端に設置

した末端試験弁にて行

う。 

圧力試験 

締切圧力の 1.5 倍の

水圧を 2 時間加えて

漏水しない。 

ポンプの運転・停止

を繰り返しても漏水

しない。 

消火ポンプの締切圧力の

1.5 倍以上の水圧に耐え

られるように設計するこ

と。 

配管の接続 

(溶接施工) 

管継手により接続 

溶接の場合 50 ㎜以上

の同径の突合せに限

る。 

25 ㎜以上の同径の突

合せ溶接。 

縁付きサドル継手を

使用。 

JIS  B2220 、 B2238 、

B2239、 B2301、 B2311、

B2312 のいずれかによる

こと。 

給水管のヘッド数 
基準の表 2.6.(5)に

よるヘッド数。 

同左 

 

規 定 な し (工 事基準あ

り)。 

散水障害 散水障害部分なし。 
散水障害部分が 10％

以下 

ダクト等で幅が 1.2ｍを

超える場合、その下面に

もヘッドを設置。 

維持管理 

自動起動試験を 1 ヶ

月 1 回以上、ポンプ

の負荷試験、警報装

置の作動試験を 3 ヶ

月に 1 回以上実施し、

そ の 結 果 を 記 録 保

管。 

同左 

但し、警報装置等の作動

試験は 6 ヶ月に 1 回以上

の実施でよい。 

機器点検を 6 ヶ月に 1 回

以上、総合点検は 1 年に

1 回以上 

消防要員 

(操作担当者) 

非常の場合、適切な措置をとるために 1 名必

要。 

規定なし。 
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(4) 自動火災報知設備 

項  目 自動火災報知設備標準基準 消 防 法 令 

受信機の種類 

Ｐ型１級、ＧＰ型１級、Ｒ型、ＧＲ

型、Ｒ型アナログ式およびＧＲ型ア

ナログ式 

制限なし。 

警戒区域 床面積 600 ㎡以下、一辺 50ｍ以下 同 左 

感知器の種類 

取付け面の高さにより、種類および

感度を限定。 

20ｍ以上の箇所は炎感知器。炎感知

器が不適当な場合は、煙感知器１種

とすることができる。 

取付け面の高さにより、種類および

感度を限定。 

感知器の配置 

建物構造、感知器の種類および感

度、ならびに取付面の高さにより決

定。 

同 左 

感知器の設置 

省略部分 

玄関、便所、浴槽室、階段、廊下等 玄関、便所、浴室、洗濯場等 

消防要員 

（受信監視人） 

感知器作動時の現場確認、初期消火

活動に対応するためには、２名必

要。 

規定なし。 

維持管理 
受信機の作動試験、感知器の作動試

験等を３ケ月に１回以上 

機器点検を６ケ月に１回以上、総合

点検を１年に１回 

 

（注） 

使用制限 

ラック式倉庫(高さ 10ｍ以上かつ

700 ㎡以上)は、火災を有効に感知

できても初期消火活動が困難であ

るので､当該設備は不向きである。

 

 


